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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
横葺き屋根材の重合構造であって、
前記横葺き屋根材の水下側には係合部、
水上側には係止部が形成されており、
前記横葺き屋根材の一方の桁行方向端部には、
被重ね部が形成され、
前記横葺き屋根材の他方の桁行方向端部には、
重ね部が形成されており、
該被重ね部は、
軒棟方向において表面側へ凸形になるように湾曲され、
前記被重ね部の裏面にはバックアップ材が設けられており、
前記重ね部は、
軒棟方向において表面側へ凸形になるように前記被重ね部よりも緩やかなアールに湾曲さ
れており、
前記横葺き屋根材が係合部及び係止部によって取り付けられる際、
桁行方向で隣り合う横葺き屋根材の被重ね部の上に、
重ね部が重ねられることを特徴とする横葺き屋根材の重合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願は、桁行方向に隣り合う横葺き屋根材同士の重合構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術について、図５から図９までにより説明する。いずれも横葺き屋根材に関する
技術である。
【０００３】
　図５及び図６は、特許第４６３３６１０号公報として公開されている技術である。特許
第４６３３６１０号公報によれば、屋根材裏面の樹脂発泡体１２がない部分の形状をその
下側に相隣接する横葺屋根材の表面形状に相対する形状として互いに重合接続可能に構成
し、かかる樹脂発泡体１２がない部分の屋根材を、葺設時に相隣接する横葺屋根材の上側
に重ね合わせて重合接続し、桁行方向に連続して横葺設されることを特徴とする横葺屋根
材である。また、雄端縁１７と雌端縁１６との間の屋根材１１は、該樹脂発泡体１２がな
い部分を含み連続して平坦に形成され、かつ上記雄端縁１７の裏面側に向けて屈曲した部
分も樹脂発泡体１２がない部分を含み連続形成されていることも記載されている。
【０００４】
　図７及び図８は、特開２００８－１０１４０８号公報として公開されている技術である
。特開２００８－１０１４０８号公報によれば、断熱屋根材Ａの左右端部は、固定された
断熱屋根材Ａ１の下連結部１４上に、施工する断熱屋根材Ａ２の上連結部１９を重合する
断熱屋根材Ａの連結構造である。また、断熱屋根材Ａの化粧面４は略水平面状であること
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４６３３６１０号公報
【特許文献２】特開２００８－１０１４０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図５及び図６、図７及び図８に示したとおり、横葺き屋根材は平坦（略水平面状）であ
り、桁行方向に隣り合う横葺き屋根材同士が重ね合わされて、水上側及び水下側が固定さ
れる。そうすると、横葺き屋根材の働き幅が広い場合に、被重ね部３と重ね部４との重合
部分において、図９に示すような「口あき」が発生しやすい。その結果、意匠性が悪くな
る上に、その口あきから雨水等が浸入する可能性が高かった。
【０００７】
　本願は、桁行方向に隣り合う横葺き屋根材同士の重合部分において、口あきを発生させ
ない重合構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願は、水下側には係合部、水上側には係止部が形成されており、桁行方向端部には被
重ね部、又は重ね部が形成されている横葺き屋根材の重合構造である。被重ね部は、軒棟
方向において表面側へ凸形になるように湾曲され、被重ね部の裏面にはバックアップ材が
設けられている。重ね部は、軒棟方向において表面側へ凸形になるように被重ね部よりも
緩やかなアールに湾曲されている。横葺き屋根材が係合部及び係止部によって取り付けら
れる際、桁行方向で隣り合う横葺き屋根材の被重ね部の上に、重ね部が重ねられる。
【発明の効果】
【０００９】
　本願の横葺き屋根材の重合構造では、軒棟方向において表面側へ凸形になるように湾曲
された被重ね部の上に、軒棟方向において表面側へ凸形になるように被重ね部よりも緩い
アールに湾曲されている重ね部を重ねて固定する構造である。このような構造にすること
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によって、横葺き屋根材がもつスプリングバックにより密着する方向に力が働き、重合部
分に口あきが発生しない。
【００１０】
　また、バックアップ材が被重ね部の裏面に設けられている。このことによって、強制的
に凸形の形状が保たれるので、被重ね部と重ね部との密着が強固になるとともに、その状
態を維持することが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本願で使用する横葺き屋根材の実施例（平面図）である。
【図２】本願で使用する横葺き屋根材における実施例であり、図１のＡ－Ａ線断面図及び
Ｂ－Ｂ線断面図である。
【図３】本願で使用する横葺き屋根材同士を重ねる実施例である。
【図４】本願で使用する横葺き屋根材同士を重ねる実施例であり、図３のＣ－Ｃ線断面図
である。
【図５】従来技術の説明図である。
【図６】従来技術の説明図である。
【図７】従来技術の説明図である。
【図８】従来技術の説明図である。
【図９】従来技術の説明図である。
【実施例】
【００１２】
　本願の横葺き屋根材の重合構造について、図１から図４により説明する。
【００１３】
　図１及び図２は、本願で使用される横葺き屋根材の一例である。図１では、横葺き屋根
材の実施例を平面図で示す。図２では、（ａ）で横葺き屋根材の重ね部の実施例としてＡ
－Ａ線断面図を、（ｂ）で横葺き屋根材の被重ね部の実施例としてＢ－Ｂ線断面図を示す
。
【００１４】
　まず、本願で使用される横葺き屋根材Ａは、図２に示すように水下側に係合部１、水上
側に係止部２が形成されている。
【００１５】
　図２において、係合部１は、横葺き屋根材Ａの水下側端部が下方に折り曲げられ、さら
に水上側へ折り曲げられることによって形成されている。この係合部１は、桁行方向に横
葺き屋根材Ａ・Ａ同士が組み合わされる際には重なり合う。また、この係合部１は、水下
側に固定された横葺き屋根材Ａの水上側端部付近に形成された被係合部５、もしくは下地
材に固定された吊子に馳組み固定される。このように、横葺き屋根材Ａの水下側を馳組み
固定できれば、その形状、大きさ、折り曲げ角度、吊子を使用するか否か等は問わない。
【００１６】
　図１及び図２において、係止部２は、横葺き屋根材Ａの水上側に形成されており、止着
具によって下地材に直接固定される形状である。ただし、これは一実施例に過ぎない。係
止部２は、横葺き屋根材Ａの水上側を吊子によって下地材に固定される形状にしてもよい
。このように、横葺き屋根材Ａの水上側を固定できれば、その形状、係止手段等は問わな
い。
【００１７】
　以上のように、横葺き屋根材Ａは係合部１によって馳組み固定されるとともに、係止部
２によって固定される。
【００１８】
　図１に示す実施例において、本願で使用される横葺き屋根材Ａは、棟に向かって左側端
部に重ね部４、右側端部に被重ね部３が形成されている。これは一実施例であって、棟に
向かって左側端部に被重ね部３、右側端部に重ね部４が形成されていてもよい。また、横
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葺き屋根材Ａの桁行方向両端が被重ね部３であってもよいし、桁行方向両端が重ね部４で
あってもよい。
【００１９】
　本願の横葺き屋根材の重合構造においては、桁行方向に隣り合う横葺き屋根材Ａ・Ａ同
士が重ね合わされる際に、その重合部分の組合せが、一方が被重ね部３、他方が重ね部４
の組合せになっていればよい。したがって、横葺き屋根材Ａの左右端部のどちらかに、被
重ね部３、又は重ね部４を形成していればよく、その反対側の端部には被重ね部３も重ね
部４も形成していなくてもよい。
【００２０】
　図２の（ｂ）に示す実施例において、被重ね部３は、軒棟方向において表面側へ凸形に
なるように湾曲され、バックアップ材Ｂが裏面に設けられている。本願では、横葺き屋根
材Ａとバックアップ材Ｂとが接着剤等で一体化されているか否かは問わないが、一体化さ
れていた方が施工しやすいので望ましい。
【００２１】
　バックアップ材Ｂは、横葺き屋根材Ａに形成されたアールの形状を保持させる役割を果
たせばよい。そのため、その素材は問わず、一般的に使用されている断熱材等も含む。ま
た、バックアップ材Ｂは、被重ね部３の裏面だけでなくそこから連続して、重ね部４の裏
面を除く化粧面６の裏面にまで設けられるのが望ましい。こうすることによって、重合部
分だけでなく、横葺き屋根材Ａ全体の形状も保持させることができる。また、こうするこ
とによって、バックアップ材７として断熱材を使用した場合には、断熱性能を高めること
もできる。
【００２２】
　図２の（ａ）に示す実施例において、重ね部４は、軒棟方向において表面側へ凸形にな
るように被重ね部３よりも緩やかなアールに湾曲されている。図２の（ｂ）に示す実施例
のように、重ね部４の裏面にバックアップ材Ｂを設けないことによって、桁行方向に隣り
合う横葺き屋根材Ａの被重ね部３上に直接重ねられるようになっている。
【００２３】
　被重ね部３及び重ね部４に形成される湾曲は、円の一部を形成する弧のような形状であ
ってもよいし、最も高くなる部分が水下側又は水上側のどちらかに寄っている形状でもよ
い。湾曲は、表面側へ凸形の曲線を描くような形状であればよい。また、湾曲のアールも
、被重ね部３に比べて重ね部４の方が緩やかであって、被重ね部３と重ね部４とが密着す
る組合せになればよく、そのアールの大きさ自体は問わない。
【００２４】
　図３及び図４のように、桁行方向で隣り合う横葺き屋根材Ａ・Ａの係合部１・１同士が
組み合わされて、一方の横葺き屋根材Ａの被重ね部３の上に、他方の横葺き屋根材Ａの重
ね部４が重ねられる。そして、重ね部４を形成する側の横葺き屋根材Ａの係止部２に止着
具が打ち込まれて下地材に固定される。このとき、一方の横葺き屋根材Ａの重ね部４が、
他方の横葺き屋根材Ａの被重ね部３のアールになるように、下地材側に少し押し付けられ
るようにして固定される。
【００２５】
　このように、横葺き屋根材Ａ・Ａ同士が密着された状態で横葺き屋根材Ａが下地材に固
定される。その結果、重ね部４において、元の緩やかなアールに戻ろうとするスプリング
バックが発生する。その力は、横葺き屋根材Ａ・Ａ同士が密着する方向に働く。この力に
よって、横葺き屋根材Ａ・Ａ同士の重合部に、口あきを発生させないという仕組みである
。
【００２６】
　被重ね部３及び重ね部４を表面側へ凸形になるように湾曲させるので、化粧面６も同じ
ように湾曲させると成形がしやすい。そうすることによって、横葺き屋根材Ａは、被重ね
部３、化粧面６、重ね部４の境目に段差等のない全体的に曲線的であり、柔らかい印象に
なる。また、その葺き上がりも意匠性の高いものになる。
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【符号の説明】
【００２７】
Ａ　　　横葺き屋根材
１　　　係合部
２　　　係止部
３　　　被重ね部
４　　　重ね部
５　　　被係合部
６　　　化粧面
Ｂ　　　バックアップ材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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